
 

（別紙１）  

管理運営状況 評価シート【平成 29年度】 

（評価日 30年 6 月 29日） 

１ 施設の概要 

施設名 いわて子どもの森 

所在地 

電話・FAX 

HP・電子ﾒｰﾙ 

一戸町奥中山字西田子 1468-2 

TEL:0195-35-3888/FAX:0195-35-3889 

HP: http://www.iwatekodomonomori.jp/ 

設置根拠 いわて子どもの森条例（平成 15年岩手県条例第 25号） 

設置目的 

（設置：平成 15年５月５日） 

児童に健全な遊びを提供して、その健康を増進し、情操を豊かにすることにより、次代を担

う児童の健全な育成を図る。 

施設概要 

敷地面積、建物面積、主な施設、利用定員等 

敷地面積 309,457.11㎡ 建物面積 6,861.32㎡ 

（管理研修棟 2,837.07㎡、遊び創作棟 2,958.56㎡、宿泊棟 517.01㎡、その他） 

施設所管課 
岩手県保健福祉部子ども子育て支援課 

（電話 019-629-5457 内線（5457）、メールアドレス AD0007@pref.iwate.jp） 

 

２ 指定管理者 

指定管理者名 社会福祉法人 岩手県社会福祉事業団 

指定期間 平成 27年４月１日～平成 32年３月 31日（５年間） 

連絡先 
岩手県盛岡市高松三丁目 7－33 

TEL 019-662-6851 

 

３ 指定管理者が行う業務等 

業務内容（主な

もの） 
県立児童館「いわて子どもの森」の管理運営に関する業務 

職員配置、管理

体制 

 

13名 

（平成 29年４月１日現在） 

組織図 

         総務Ｇ   主事  （正規）   ３ 

館 長－副館長       運転技士（非正規 ） １ 

継続雇用   正規 

  1       1     業務Ｇ   児童厚生員（正規）  ３ 

主事   （正規）  １ 

                児童厚生員（非正規）３         

（内訳） 

正職員 8 名、継続雇用職員 1 名、非

常勤職員 4名、他社等からの派遣 13

名（１日当たり平均 13名） 

利用料金 本体設備 無料（付帯設備の利用料金は、いわて子どもの森条例において個別に設定） 

開館時間 
午前９時から午後５時 

（夏期・冬期変更あり） 
休館日 

毎週火曜日、祝日の翌日（いずれも平日） 

年末年始・整備休館（年４回）等 

 

４ 施設の利用状況     （単位：人） 

（利用者数、稼

働率等） 

前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

27年度 28年度 29年度 期間平均 

第１四半期 77,548 75,135 75,191 71,333 73,886  

第２四半期 89,929 90,203 82,545 77,968 83,572  

第３四半期 30,274 33,607 30,045 30,419 31,357  

第４四半期 18,916 26,662 24,529 24,835 25,342  

年間計（実績） 216,668 225,607 212,310 204,555 214,157  

年間計（計画）       

 

 

tel:0195-35-3888/FAX:0195-35-3889


 

５ 収支の状況      （単位：千円） 

区  分 
前期間 

平 均 

指定管理期間 

備考 
27年度  28年度  29年度 期間平均 

収

入 

利用料金収入 7,076 7,173 6,682 6,457 6,770  

県指定管理料 168,978 171,547 171,452 170,557 171,185  

自主事業収入 723 539 543 222 435  

ワークショップ・キ

ャンプ用品（薪など）

売上 

   2,934 978 
事業団から

の繰入 

小計 176,777 179,259 178,677 180,170 179,368  

支

出 

人件費 56,158 51,027 54,429   61,041     55,499  

維持管理費 51,526 53,435 52,852   56,116     54,134  

事業費 65,201 65,638 68,072   62,791     65,500  

自主事業費 723 539 543 222 435  

       

小計 173,368 170,639 175,896 180,170 175,568  

収支差額 3,409 8,620 2,781 0 3,800  

 

６ 利用者の意見等への対応状況(平成 29年度分) 

(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法 

把握方法 
常時来館者・宿泊者アンケートを実施するとともに、

イベント等開催時に参加者アンケートを実施 

実施 

主体 

社会福祉法人 

岩手県社会福祉事業団 

(2) 利用者からの苦情・要望 

受付件数 苦情 24件、要望 272件、積極的な評価 593件（合計 889件） 

主な苦情、要望等 対応状況 

事前予約のないお客様が受付で「まんてん

ハウスに今日泊まりたいので手続きを。」と言

うため、当日は宿泊を受けていないことを説

明するが納得されなかった。 

「パンフレットに事前予約が必要と書いてい

ない。」「ホームページの予約状況にはマル（宿

泊可）が付いているのになぜだめなのか。も

う食材も買ってきた。」と怒りの感情で納得は

できない様子だった。 

空き部屋で掃除や食器の準備ができている部屋を提供し、宿泊

いただいた。 

要事前予約の情報提供が少なかったことが原因であるため、パ

ンフレットに「要事前予約」のシールを貼り、順次館内に配架し

た。また、券売機にも貼り紙をした。ホームページの○（予約可）

△（若干空き有）×（予約不可）は、該当日（事前予約の閉め切

り時刻）が過ぎたら自動で消えるよう、業者に修正してもらった。

（予約状況は、向こう 3 ヶ月分確認できるようになっている） 

サマーフェスティバル明けの臨時休館日に

多くの家族連れが来館した。臨時休館日（木

曜日）のお知らせが、ホームページに分かり

やすく表示されていないとのご意見をいただ

いた。 

当日の昼に、ホームページに、掲載遅れのお詫びとともに臨時

休館のお知らせをし、国道 4 号線からの経路に、臨時休館の看板

を出した。 

11 月からは、ホームページのトップページにカレンダーを入

れ、一目で休館日が分かるデザインに変更した。 

 過去にのっぴいを利用したことがある肢体

不自由の子どもとその保護者が遊ぼうと３階

の滑り口（のっぴい２）に行ったところ、ス

タッフに１階の入り口に声を掛けてから来る

ように言われた。以前は良かったのに、その

都度声を掛けなければならないのか。 

障がいをお持ちの方が、直接３階入り口に来た場合には、１階

入り口は案内せず、のっぴい２スタッフが年齢を確認して、滑っ

ていただくよう対応を統一する。その際は、ＰＨＳ等で申し送り

を行い、全スタッフに周知する。また、運営マニュアルも修正す

る。 



 

その他利用者からの積極的な評価等 

【施設全体に係る評価】 

・遊びの施設も多く楽しめました。（多数） 

・施設が子どもにとって安全な作りになっているので、安心して遊ばせることが出来良かった。 

・初めて映画を見ましたが、とても楽しかったです。（ちょっと感動しました）子どものためにもなるようだな

と思いました。また、違ったものを次回楽しみにしています。 

・ようかいスタンプラリーは、何回やっても面白い。 

・工夫がすごく、楽しい児童館でした。特に、おしごとトレイン。ゆうびんやさんごっこもできたり楽しいです

ね。千葉の KANDOという施設も楽しかったですが、児童館で、こういうことができるのはすごいですね！近くだ

ったら、ラジオのワークショップとか来たいくらいです。また、来たいです。 

・ピザのワークショップに参加できて良かった。 

【宿泊施設・キャンプ場に係る評価】 

・手ぶらで来てもキャンプができ、とても利用しやすかった。 

・風呂場がバリアフリーで、手摺も必要な所に数か所あり、広く大きなシャワー、チェアがあって、障がい者で

も安心して入浴できて良かった。 

【職員に係る評価】 

・職員の方も、丁寧で、優しくありがとうございます。（複数） 

・チェックインぎりぎりの時間にも関わらず、嫌な顔せず対応して頂いてありがとうございます。 

・警備の方が巡回にいらしたこと。夜、電気もついていて安心でした。 

・帰りに事故の情報を教えてくれて、とても助かりました、親切でありがとう。また、来ます。 

 ※ 以上、原文のまま 

 

７ 業務点検・評価（※） 

(1) 業務の履行状況 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 子どもの森の設置目的に沿い、児

童に健全な遊びを提供して、その健

康を増進し、情操を豊かにすること。

次代を担う児童の健全な育成を図る

ため、施設を適切に維持管理し利用

者への遊びの提供を行うこと。 

「児童に健全な遊びを提供して、そ

の健康を推進し、情操を豊かにする

ことにより、次代を担う児童の健全

な育成を図る」という設置目的を達

成するため、子ども自身の主体性、

自発性、創造性を大切にし、子ども

たちが、多様な遊びや体験ができる

ように遊びを支援するとともに適切

に施設の維持管理を行った。 

 

Ｂ 

施設の利用状況 県内全域からの利用により、年間

11万人の利用を見込む。 

平成 29 年度の入館者数は 204,555

人であった。 

27年度  225,607人 

28年度  212,230人 

29年度  204,555人 

Ａ 

事業の実施状況 遊びに関する実践及び研修に関す

る業務 

(1) 遊び体験業務 

(2) 遊び環境サポート業務 

(3) 児童健全育成に係る指導者

のネットワークづくり 

(4) 遊びに関する情報収集及び

情報提供 

いわて子どもの森管理計画書によ

り、計画的に事業を実施した。 

・ワークショップ 

（92回 延べ 3,508人＋99家族

参加） 

・団体ワークショップ 

  （21団体 768人参加） 

・公開講座 

  （3回 延べ 55人参加） 

・移動児童館 

（14か所 469人） 

・いわて子どもの森ニュースの発刊 

（年４回） 

 

Ａ 



 

施設の維持管理状況 (1) 施設等の維持管理及び修繕に

関する業務 

(2) 施設等の警備及び清掃並びに

植物管理などに関する業務 

 施設設備の修繕、法令等に義務づ

けられている点検、安全上・保安上

必要な点検について、適正に実施し

た。 

 また、施設の警備、清掃、除雪等

についても適切に実施し、維持管理

に努めた。 

Ｂ 

記録等の整理・保管 管理計画書、事業報告書の作成業

務 

(1) 毎年度開始前、業務の実施計

画等を記載した管理計画書及

び毎年度終了後、業務の実施

状況、利用状況、経理の状況

等を記載した事業報告書の作

成 

(2) 管理運営の状況について、県

が指定した定期的業務報告書

類の作成 

管理運営業務仕様書に基づき、指

定管理者として必要な書類（管理計

画書、管理報告書等）、は、適切に作

成し期限内に県へ報告した。 

また、毎月の運営管理状況につい

ては、県が指定した業務報告書（月

例報告書等）を適正に作成、報告し

た。 

なお、これらの書類は５年間保存

することとしている。 

Ｂ 

自主事業、提案内容の実施

状況 

施設の設置目的を果たすために、

施設利用者許可基準の範囲内で指定

管理者の創意工夫で事業を行うこ

と。 

 自主事業について、次のとおり効

果的な事業（継続含む）を実施した。 

 

・ 放課後児童指導員研修会 

（122人参加） 

・ いのちのおはなしキャラバン事業  

  （８箇所 310人参加） 

・ 東日本大震災津波被災地児童招

待事業 

（４団体 132人） 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・ 成果が認められる点 

施設開館から 14年を迎え、平成 25年７月には来館者 200万人を達成するなど、県内外多くの方に利

用いただいている。平成 29年度の利用人員について、整備時の目標である年間 11万人の利用目標を大

きく上回り、22 年度以降８年連続で 200,000 人を超える入館者数があったことは成果として認められ

る。魅力のある遊びの提供、利用者のニーズに応じた施設運営及び広報誌や HP を活用した広報活動等

継続した取組みの成果と認められる。 

平成 29 年度は、遊びの体験プログラムや団体来館者を対象としてワークショップを引き続き実施し

ており、参加人数が前年と比較して増加するなど、遊びに関する実践・研修を通じて児童の健全な育成

を図るための遊びの提供を適切に行ったといえる。 

また、県内の関係機関・団体と連携して開催している「あそびにコンビニ」では移動児童館として県

内の市町村を巡回しており、館外での実施へ広がりを見せている。 

施設の維持管理について、施設設備の修繕や法令等に義務付けられている点検等を適切に実施し、安

全への配慮や利用者からの設備改善要望への対応など、利用者の視点に立った魅力ある施設づくりや環

境への配慮により、適切に施設を維持管理している。 

さらに、「移動児童館事業」「あそびにコンビニ事業」「いのちのおはなしキャラバン事業」等を県内

各市町村で継続して実施することにより、巡回先の児童健全育成支援団体等とのネットワークを強め、

全県の児童健全育成に関する機関の機能向上へ大きく寄与している。また、被災地児童招待事業も継続

して実施しており、沿岸地域の子どもに対して多様な遊びの機会を提供している点も評価できる。 

 

・ 改善を要する点 

  積雪量が非常に多い地域に立地することから、例年同様、夏期に比べ冬期の利用人員の落ち込みが見

られている。今後も、冬期における利用人員の増加に向け、自然環境を活用した冬期イベントの充実等

の取組みに期待したい。 

 

 

 

Ａ 



 

(2) 運営体制等 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

職員の配置体制 標準配置人員：正職員５名、非常

勤職員５名 

 

 管理運営業務を適切に実施するた

め、運営に支障が出ない体制を確保

した。：正職員８名、雇用継続職員 1

名（管理職員（館長）１名）、非常勤

職員４名 

Ａ 

苦情、要望対応体制 施設の利用に係る相談等に関する

業務 

(1) 窓口対応、施設内の案内 

(2) 各種問い合わせへの対応 

(3) 要望や苦情、トラブル等への

対応 

(4) 施設利用者への対応（助言、

指導、案内）、打合せ 

館内の各受付及びメール等に寄せ

られる要望や苦情等について、館長

の指示のもと状況を確認し、即時対

応した他、朝・夕のミーティングで

報告し、情報の共有を図った。また、

事故防止のため毎日の遊具や設備の

安全チェックの項目を増やした。 

団体利用者とは、事前に打ち合わ

せを行い、快適かつ安全に利用でき

るよう配慮した。 

Ｂ 

危機管理体制（事故、緊急

時の対応） 

自然災害、人為災害、事故等あら

ゆる緊急事態、非常事態、不測の事

態には、遅滞なく適切な措置を講じ

たうえ、県をはじめ関係機関に通報

すること。また危機管理体制を構築

するとともに、対応マニュアルを作

成し、災害時の対応について随時訓

練を行うこと。 

 事故、緊急時の対応として、県、

医療機関、消防、警察、事業団等関

係機関への報告をマニュアルに基づ

き迅速に対応することを心掛けた。 

 また、防災訓練を毎月実施し、水

害(土砂崩れ)想定の訓練や不審者対

応、備蓄品の検討等を行うなど、様々

な災害に対応できるよう備えた。 

Ａ 

コンプライアンスの取組

み、個人情報の取扱い 

指定管理者又はその管理運営する

公の施設の業務に従事している者

は、個人の情報の適切な管理のため

に必要な措置を講じるとともに、当

該施設の管理運営に関し知り得た秘

密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用してはならない。 

 法令遵守については、定例会議や

朝・夕のミーティングで館長から話

をし、徹底に努めた。また、１年に

３回自己チェックを実施し、定例会

議において分析結果を基に話し合

い、知識不足の法令に関して周知を

図った。 

個人情報の取扱いについては、宿

泊者及びワークショップ参加者名簿

等は鍵付キャビネットに保管し、情

報の流出がないように適正に管理を

行った。 

Ａ 

県、関係機関等との連携体

制 

(1) 県への定期的な報告書類の提

出   

(2) 緊急事態等における県や関係

機関への通報 

 定期報告を適正に行うと共に、県

主管課と随時打合せを行い、情報の

共有を図った。また、各関係機関と

も必要に応じて連携し、適切な運営

及び円滑な事業の推進に努めた。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・ 成果が認められる点 

施設の利用に係る業務については、各種対応マニュアルを整備しており、特に利用者からの苦情には

早急に対応している。また、県との連携体制は、定期的な報告書類の提出のほか、連絡会議や情報交換

を適宜行っており適切な運営体制が整っているといえる。 

・ 改善を要する点 

  苦情や要望の内容を精査すると、宿泊施設の管理状況に係る内容が見受けられ、日常の巡回や目視確

認により事前の把握や対応が可能なものもあることから、日常点検のチェックリストに要望のあった項

目を加え確認は複数の職員で行う等改善が必要である。 

 

Ａ 

 

 



 

(3) サービスの質 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 利用者に事故のないように努める

ことはもちろん、児童に健全な遊び

を提供して、その健康を増進し、情

操を豊かにすることにより、次代を

担う児童の健全な育成を図ることを

目的に各職員が常に資質を高めるよ

う取り組み、施設の運営に反映でき

るようにすること。 

年度当初に正規職員、非正規職員、

派遣会社、清掃会社、警備会社、レ

ストラン・売店の各部門のスタッフ

との合同職場研修を行い、求められ

るサービスの質やあり方についての

理解を深めるための研修を実施し

た。接遇については外部講師を招き、

特に丁寧に研修をした。 

また、児童厚生員等基礎研修会に

職員１人を派遣し、児童館職員とし

ての専門性を高める機会を設けた。 

Ａ 

利用者サービス ユニバーサルデザインの考え方に

基づき、誰でも利用することに障害

にならないように運営時においても

配慮を怠らないこと。 

 特別支援学校や障がい児・者支援

施設等が団体利用される際に研修室

や会議室の会場準備を行った。また、

福祉車両による車椅子利用者の構内

移動を行うなど障がいに配慮した対

応を行った。 

Ａ 

利用者アンケート等 利用者に適宜アンケートなどを通

じて評価を頂き、運営状況の改善に

努めること。 

 年間を通して、来館者にアンケー

トを実施（平成 29 年度回答数 1,266

件）し、ニーズの把握に努めた。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・ 成果が認められる点 

利用者の視点に立った開館時間の調整（夏期の開館時間延長）やユニバーサルデザインに基づいた運

営などを行い、利用者サービスの向上に努めている。また、利用者のアンケートに寄せられた要望や苦

情は職員全員で対応を検討し、その後の運営に反映させていることから、各職員のサービス意識の向上

及び運営状況の改善に積極的に取り組んでいると評価できる。 

さらに、朝礼時の声掛け等により、労災事故防止のための体制整備について努めており、また、職場

内研修や各種研修会の受講、全国児童館・児童クラブ研究協議大会への参加等により職員の専門性を高

める姿勢が認められる。今後も職員の資質向上を通じてサービスの質を高める取り組みを継続してもら

いたい。 

Ａ 

 

 

(4) サービス提供の安定性、継続性 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

事業収支 指定管理料の範囲内で、施設を運

営するとともに、修繕費の範囲内で

施設を適切な状態で維持すること。 

 過去 12年間、指定管理料の範囲内

で効果的、効率的な施設運営を行い、

建物、設備等の修繕についても、経

費の範囲内で適切な維持管理に努め

ている。 

Ｂ 

指定管理者の経営状況 超過負担を生じない範囲で、事業

を適切に運営すること。 

 いわて子どもの森は、県からの指

定管理料及びようかいスタンプラリ

ー等のサービス活動以外の他収入の

みで運営しており、平成 15年の開館

以降、事業団の超過負担は行ってい

ない。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・ 成果が認められる点 

指定管理料の範囲内で効率性を重視した施設運営を行っており、超過負担も生じておらず、安定して

サービスを提供している。 

また、設備の修繕については、修繕計画と優先順位を随時見直すこと及び大規模な修繕については県

と協議を重ねて対応するなど、定められた額の範囲内で適切に実施している。 

Ｂ 



 

※（注１）県記載欄：「事業計画・県が求める水準」、「評価指標」「施設所管課評価」 

指定管理者記載欄：「実績（自己評価）」 

（注２）評価指標 

Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理がな

されている。 

Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。 

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。 

Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。 

 

８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価 

(1) 指定管理者の自己評価 

① 成果があった取組み、積極的に取り組んだ事項 

  児童館は、地域のすべての子どもを対象とし、健全な遊びを与え、その健康を増進し情操を豊かにすること

を目的とする施設である。そのことから、充実した施設設備や広大な自然環境を存分に活用して多様な遊びを

提供するとともに、子ども一人ひとりが遊びの体験を通して新たな喜びや発見、感動が得られるように企画・

運営を行った。 

土日祝日には、遊びの体験プログラム（ワークショップ）として、「自然」「食」「ものづくり」「音」「その

他」の５つのテーマで、全 92 回実施した。また平日には、遠足等で来館した団体を対象にしたワークショッ

プを全 21 回実施した。団体の利用促進を図るため積極的に広報を行った効果が徐々に現れており、団体利用

及び団体ワークショップともに、特別支援学校・学級の利用が増加している。 

県内の児童館等に職員を派遣し、子どもの遊びを支援し遊びの普及を図ることを目的とする「移動児童館事

業」を、平成 29年度は 14か所で実施した。第３期いわて県民計画に沿って、過年度において未実施である 14

市町村のうち７市町村を巡回することができた。また県内の関係機関・団体と連携して開催する「あそびにコ

ンビニ（地域共催型移動児童館）」は、平成 28 年に台風 10 号で被災した２市町のほかに、東日本大震災の被

災地を中心とした６市町村を加えて全８会場で開催した。それから、沿岸部の児童館等をいわて子どもの森に

招待する「児童招待事業」では４団体 132名を招待するなど、継続して被災地支援活動を行っている。開始か

ら 10年目を迎えた「いのちのおはなしキャラバン事業」は８か所で実施し、310人が参加した。４団体が「（乳

幼児の）親向けプログラム」を希望したことからも、母親支援を目的とするニーズの高さを感じた。 

季節ごとのフェスティバルやミニイベントは、子どもたちが主体となって創造力豊かに取り組める内容を企

画し、好評を得ている。また大型児童館の強みを生かし、日常のなかで触れる機会の少ない遊びやステージイ

ベントを実施しており、なかでも「児童館科学館美術館対抗 第４回全国ＫＡＰＬＡ大会」では、参加施設 51

館のなかから「施設賞大賞」を受賞した。 

厚生労働省が進める「児童館ガイドライン遊びの実践マニュアル作成プロジェクト」において、平成 18 年

度から実施している「子ども自由ラジオ」が優れたプログラムとして選定され、「遊びのマルシェ」への参加

協力及び実践マニュアル作りを行った。子どもたちの自主性を大切にし、表現する楽しさやコミュニケーショ

ン力を育む工夫をしながら進めてきたプログラムについて、あらためて評価・検証する機会となった。 

② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項 

特別支援学校等の団体ワークショップの利用が増えていることから、障がいを持つ子どもたちにも幅広く対

応するため、関係機関と情報交換を行ったりユニバーサルデザインの道具を揃えたりして環境を整えながら、

遊びのプログラム（ワークショップ）内容を充実させてさらなる利用促進を図りたい。 

また「児童館ガイドライン」の改定に伴い、大型児童館の機能・役割が明文化されることから、子どもの健

全育成の拠点施設として、全県域の多様な子どもたちに楽しさと感動のある多彩な遊びを開発・普及すること

や、東日本大震災の被災地はもとより県内各地に安全に遊べる機会を提供することによって、これまで以上に

子育てや健全育成に関する啓発に努めていきたい。そして、各研修会や「あそびにコンビニ」等の事業を通し

て、地域や関係機関等と連携を図り県内の児童館等の指導及び連絡調整等の中枢的機能を果たしていきたい。 

③ 県に対する要望、意見等 

  建物及び遊具の維持、修繕、リニューアル（改修等）について、今後も情報交換をしながら県の継続したご

支援をお願いしたい。特に、屋外木製遊具の修繕に関しては、子どもたちのニーズの高い遊び場であり、利用

者から早期の復旧を望む声が多く、早期の修繕をお願いしたい。 

  また、ボイラー設備についても、現在１基が稼動しているが、経年劣化に伴い故障のリスクが非常に高く、

故障した際、施設機能が果たせなくなることから、屋外木製遊具と同様、早期の修繕をお願いしたい。 

 

 

 



 

(2) 県による評価等 

① 指定管理者の運営状況について 

いわて子どもの森の運営については、地域や利用者のニーズに沿った新しい遊びやイベントを常に企画・運

営している。また、豊かな自然環境を活用しつつ子どもの自主性や創造性を大切にした多様な遊び体験の提供

を続けており、目標を上回る入館者数を維持していることは高く評価できる。 

さらに、県内の児童館職員等をはじめとする遊びの指導者の育成や県内各地の児童館等を巡回しての遊びの

提供にも取り組むなど、施設機能としての児童館の役割を超えて、県内児童館の中枢的役割を担っていただい

ている。県内各地域でのネットワーク形成の中心機能を果たすために、事業内容や事業の開催場所等を常に見

直し、県内各地域で実施していることについては、将来を担う創造性豊かな児童の育成に大きく寄与している

ものと評価できる。 

また、東日本大震災の被災地児童への継続的な支援など、これまでの取り組みで形成したネットワークを活

用し、遊びの場を必要としている地域への支援が的確になされていることは評価できる。今後の支援の継続と

さらなる展開を期待している。 

 

② 県の対応状況について（自己評価） 

指定管理者からの月例報告による状況把握のほか、指定管理者との連絡会議を随時開催し、設置者として設

置目的を果たすよう取り組んでいる。竣工から 14 年が経過し、定年劣化等により老朽化した大規模設備の修

繕については、引き続き修繕に係る予算の確保に努めるとともに、利用者のニーズや経費を考慮し優先順位を

定める等県と指定管理者において中長期的な修繕計画を作成して、修繕の確実な遂行と利用者の安全確保を図

りたい。また、利用者からの要望や苦情に対して、県と指定管理者において複数回の協議を重ねて対応方針を

決定するなど、サービスの質の向上を図るよう連携を深めている。 

利用促進に係る取り組みについては、今後も県のＨＰの活用や関係機関への広報誌の配布等指定管理者と連

携した広報活動により事業内容の周知を行っていく。 

今後も、県立児童館に求められる機能や役割を意識し、利用者のニーズやいわて子どもの森に設置している

事業運営委員会からの意見等をいただきながら、安全かつ魅力的な施設運営に努めて参りたい。 

③ 次期指定管理者選定時における検討課題等 

指定管理期間の設定について、平成 27 年度からはこれまでの一期３年から一期５年へ長期化しており、児

童厚生員等の専門性を有する人材の確保・育成、長期的な展望を踏まえた事業の企画・立案を推進している。 

 

９ 改善状況等 

改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について） 

 

 

 

改善状況 

（指定管理者から県への報告年月日： 年 月 日） 

 

 

 

改善状況の確認 

（再評価年月日  年  月  日） 

 

 

 

 


